
　農業委員会総会（許認可業務の審議会）が開催されました。町農業委員会では、４月25日仲里庁舎において、
平成30年度第１回農業委員会総会を開催し、農業者等から申請のありました案件を審議しました。
　①農地法第３条の規定による許可申請　　　　→１件　審議の結果許可されました。
　②農地法第４条第１項の規定による許可申請　→１件　審議の結果許可されました。

全国農業新聞とは
　全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業委員会組織が発行する
農業総合専門紙です。「週刊」の時間を生かし、情報がわかりやすいよう
解説的にまとめられています。また、多くの読者に満足してもらえるよ
う、家族全員が楽しめる記事も充実しています。さらに、全国47都道府県
にある支局の県版・地方版の充実により、地域の元気で特徴のある明るい
話題や地域独自のイベント情報なども掲載されています。

平成30年度第３回（６月）農業委員会総会の開催日  →　６月25日（月）
許可申請書及び届出書等の申請締め切り日　　　　　→　６月15日（金）

平成30年度第２回（５月）農業委員会総会の開催日　→　５月25日（金）
許可申請書及び届出書等の申請締め切り日　　　　　 →　５月15日（火）

̶ 全国農業新聞を購読してみませんか ̶

お問合せ　久米島町農業委員会　☎985－7134
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久米島博物館からのお知らせ
　沖縄戦が終結して戦後73年、戦争の犠牲になった多くの御霊を弔い、沖縄戦や久米
島で起きた出来事や歴史的教訓を正しく次世代の子ども達に伝え、命の尊さや平和の大
切さを学ぶ企画展を下記日程で開催します。今回、故大田昌秀（本町山里出身、元沖縄
県知事）より寄贈を受けた沖縄戦当時の久米島関係写真パネルや当館収蔵の戦争資料を
展示します。多くの町民の皆様の来館をお待ちしています。
【期　間】6月9日(土) ～ 24日(日)　午前9時～午後5時(入館は午後4時30分まで)
【場　所】久米島博物館特別展示室・講堂
【入館料】無料（ただし、常設展示室は有料）
【問合せ】久米島博物館（896-7181）

　『慰霊の日』の6月23日に、沖縄戦当時の久米島について学習する『平和学習会』が
行われます。定員に限りがございますので、参加希望の皆さんは早めに申込みください。
【日　時】平成30年6月23日（土）　午後1時30分　久米島博物館集合・受付
【対　象】小学校高学年以上　定員30人
【参加料】無料
【内　容】午後2時～午後5時（平和展展示解説、町内戦跡巡り）
【申込先・問い合わせ】久米島町教育委員会（985-2287）

慰霊の日の6月23日（土）は特別開館

野焼きとは？
　適切な焼却施設以外で廃棄物（ごみ）を燃やすことを「野
焼き」といいます。具体的な例は次のとおりです。
・庭、空き地などで、ドラム缶や地面でゴミを焼く。
・ブロックなどで囲んだ場所でゴミを焼く。
・基準に適合しない焼却炉（一般的に購入可能な焼却炉）でゴミを焼く。
なぜ、野焼きはできないの？
　原則として、野焼き行為は法律（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）で禁止されています。これに違
反して焼却を行うと、５年以下の懲役、1000万円以下の罰金に科せられることがあります。
野焼きはなぜいけないの？
　野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染（PM2.5）などの原因となるため、周辺住民へ大変迷惑になります。
野焼きでは、通常焼却温度が低く、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる
恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。

お問合せ　環境保全課　☎985−7126
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ストップ野焼き!
ごみの野外焼却は禁止されています
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